
加筆：太赤字   修正：青字   削除：赤字             令和６（2024）年 7 月 1 日 

令和６（2024）年度 競技規則書 新旧対応表 

日本車椅子ハンドボール連盟 

競技・審判委員会 

 下記のとおり、2024 年 5 月に開催された IHF Wheelchair Handball Referee/TD リフレッシュミー

ティング（4 日:セッションⅠ、11 日:セッションⅡ）及び IHF インドア 7 人制競技規則改訂（2024 年

7 月 1 日施行）に基づき修正箇所を示しますので、ご確認の上、チーム関係者と共有していただきます

ようお願いします。 

 更新の際は改めてアナウンスさせていただきますので、ご理解とご了承を賜りますようお願いしま

す。 

旧（2023 年 4 月 1 日発行） 新（2024 年 7 月 1 日発行） 備考 

序文 
国際ハンドボール連盟（以下、IHF）は，

2028 年パラリンピックからの車椅子ハンド
ボール競技の採択を目指し，2022 年に国際
競技規則を策定し，第 1 回 4 人制車椅子ハ
ンドボール世界選手権（エジプト），6 人制
車椅子ハンドボール世界選手権（ポルトガ
ル）を開催した。~中略~ 
【注】 本規則書は、（公財）日本ハンド
ボール協会（以下，JHA）競技規則 2023
年版に加筆した IHF４人制・６人制競技規
則に関する箇所を朱書きで表している。 

 序文 
この競技規則を，令和 6（2024）年 7 月 1
日より施行する。本規則書では、競技規則条
文，注，ジェスチャー，競技規則解釈，交代
地域規定，以上すべてを総合規則に包括す
る。また，（公財）日本ハンドボール協会（以
下，JHA）から令和 6（2024）年 3 月末現在
までに出された競技規則運用に関する通達
等を参考としてまとめた「競技規則運用に
関するガイドライン」JWHF 版についても
参考にすること。「コートとゴールに関する
ガイドライン」JWHF 版は、この内容を用
いる人たちの便宜を図るため、単に競技規
則書に収めたものであり，総合規則には含
めない。国際ハンドボール連盟（以下、IHF）
は 2022 年に国際競技規則を策定し，2022
年に第 1 回(4 人制)エジプトと第 2 回(6 人
制)ポルトガル、2024 年に第 3 回(4 人制) エ
ジプトの世界選手権の開催により、2032 年
ブリスベンパラリンピックからの車椅子ハ
ンドボール競技の採択を目指している。 

~中略~  JHA2024 年版競技規則及び
IHF2024 年車椅子ハンドボール国際審判
/TD リフレッシュ MTG での提示内容を
「2024 年度競技規則書新旧対応表」に整理
したので参考にすること。 

 
修正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
修正 
 
加筆 
修正 
 
 
加筆 
 

２の７ ~省略~ もし後半が遅れて終了し
た場合には，レフェリーは何も変更するこ
とはできない。 

２の７ ~省略~ もし後半（4 人制は第２セッ
ト）が遅れて終了した場合には，レフェリー
は何も変更することはできない。 

加筆 

２の９ ジェスチャー 15 ２の９ ジェスチャー 16 修正 

５の５ 不正交代をしたプレーヤーは，2
分間退場となる。 

５の５ 不正交代をしたプレーヤーは、2 分
間（4 人制は次のターンオーバーまで）退場
となる。 

 
加筆 

５の 6 ~省略~ あるいはプレーヤーが交
代地域から不正に競技を妨害した場合，そ
のプレーヤーは 2 分間退場となる。したが
って，チームはコート上のプレーヤーを２
分間 1 名減らされた状態で競技を継続す
る。~中略~  退場中のプレーヤーがコート
に入った場合は，さらに２分間の退場が加
えられる。 

５の 6 ~省略~ あるいはプレーヤーが交代地
域から不正に競技を妨害した場合，そのプレ
ーヤーは 2 分間（4 人制は次のターンオーバー
まで）退場となる。したがってチームはコー
ト上のプレーヤーを２分間 （4 人制は次のタ
ーンオーバーまで）1 名減らされた状態で競技
を継続する。~中略~  2 分間退場中のプレー
ヤーがコートに入った場合はさらに２分間（4
人制は次のターンオーバーまで）の退場が加
えられる。 

 
 
加筆 
 
加筆 
 
削除 
 
加筆 

５の 10 ~省略~ ボールのプレー中や防御
中にコートプレーヤーがリフティングした

５の 10 ~省略~ ボールのプレー中や防御中
にコートプレーヤーがリフティングした場

 
 



場合，2 分間退場となる。 合，2 分間退場（4 人制は次のターンオーバ
ーまで）となる。 

加筆 

５の 13 （ジェスチャー 15，16 を用いて） ５の 13 （ジェスチャー 16，17 を用いて） 修正 

５の 13 【注】~省略~ 競技規則 5：11 第
1 段落により， 

５の 13 【注】~省略~ 競技規則 5：13 第 1
段落により， 

修正 

7 の 2 （ｂ）~省略~ フリースローとする
（14：1b，9：7ｆを参照）。 

7 の 2 （ｂ）~省略~フリースローとする
（14：1b，9：7ｅを参照）。 
（ｃ）防御側チームのコートプレーヤーがゴ
ールエリアに侵入し，これにより明らかな得
点チャンスを妨害した場合は，７ｍスローと
する（15：1ａ、９の８ｇ）。 

 
修正 
 
 
 
加筆 

8 の 4 （ｃ）片手でボールを繰り返し床
の上で転がし， 

8 の 4 （ｃ）片手でボールを繰り返し床の
上で転がし， 

削除 

8 の 6 ボールを拾うために、車椅子を使
ったり触れたりすること。 

8 の 6 ボールを拾うために、静止した状態
の車椅子を使ったり触れたりすること。 

加筆 

 ８の 11 ボールを繰り返し転がすこと、ボー
ルを使って車輪にブレーキをかけること、車
椅子を動かしながらボールを拾うこと、足を
床に着いてシュートすること。 

加筆 

パッシブプレー ８の 11 パッシブプレー ８の 12 修正 

８の 12 レフェリーはパッシブプレーの兆
候を察知したとき，予告合図（ジェスチャ
ー17）を示す。これにより，ボールを所持
しているチームはその所持を失わないよう
に，攻撃方法を改める機会を得る。予告合
図を出した後も，ボールを所持しているチ
ームが攻撃方法を改めなかったときは，レ
フェリーはいつでもパッシブプレーの判定
をすることができる。最大４回のパスの
後、攻撃側チームがシュートをしなかった
場合、相手チームにフリースローを与える
（14：1ａ，競技規則解釈４Ｄの手順と例
外を参照）。 
~省略~ 

８の 13 レフェリーはパッシブプレーの兆
候を察知したとき，予告合図（ジェスチャー
17）を示す。これにより，ボールを所持して
いるチームはその所持を失わないように，攻
撃方法を改める機会を得る。予告合図を出し
た後も，ボールを所持しているチームが攻撃
方法を改めなかったときは，レフェリーはい
つでもパッシブプレーの判定をすることがで
きる。最大４回のパスの後、攻撃側チームが
シュートをしなかった場合，つまり 5 回目の
パスを味方のプレーヤーがキャッチした場
合、相手チームにフリースローを与える
（14：1ａ，競技規則解釈４Ｄの手順と例外
を参照）。~省略~ 

修正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
加筆 

９の３ ~省略~ 即座に 2 分間退場を判定
すべき違反行為 

９の３ ~省略~ 即座に 2 分間（4 人制は次
のターンオーバーまで）退場を判定すべき違
反行為 

加筆 

即座に 2 分間退場を判定すべき違反行為 
９の４ 

即座に 2 分間（4 人制は次のターンオーバーま
で）退場を判定すべき違反行為 
９の４ 

加筆 

９の６ ~省略~ 罰則を適用すべきスポーツ
マンシップに反する行為 
~省略~・即座に 2 分間退場を判定すべきス
ポーツマンシップに反する行為 
【注】 競技終了前 30 秒間に，相手の得点
を妨害するという目的でプレーヤーが競技
規則 9：5 や 9：6 に該当する違反をした場
合，この違反は競技規則 9：10ｄにより，「極
めてスポーツマンシップに反する行為」と
見なす。 
罰則を適用すべきスポーツマンシップに反
する行為（9：7～10ｄ） 
スポーツマンシップの精神に反する身体
的・言語的表現は，スポーツマンシップに反
する行為と見なす。 

９の６ ~省略~ 罰則を適用すべきスポーツ
マンシップに反する行為 
~省略~・即座に 2 分間（4 人制は次のターン
オーバーまで）退場を判定すべきスポーツマ
ンシップに反する行為 
【注】 競技終了前 30 秒間に，相手の得点
を妨害するという目的でプレーヤーが競技規
則 9：5 や 9：6 に該当する違反をした場合，
この違反は競技規則 9：11b により，「極めて
スポーツマンシップに反する行為」と見な
す。 
罰則を適用すべきスポーツマンシップに反す
る行為（9：7～11） 
スポーツマンシップの精神に反する身体的・
言語的表現は，スポーツマンシップに反する
行為と見なす。 

 
 
加筆 
 
 
 
 
 
修正 
 
 
 
修正 

９の 7  ~省略~ (ｄ) タイムアウトを
取らせるためや相手に不当な罰則を適用さ
せるため，演技によりレフェリーの判断を
欺くこと，あるいは違反を誇張する。 

９の 7  ~省略~ (ｄ)レフェリーに不要な
タイムアウトを取らせるためや相手に対して
不当となる罰則をレフェリーに適用させるた
めに，「プロボケーション」や「オーバーリア
クション」を行うことによりレフェリーの判

加筆 
 
 
 
加筆 



断を欺こうとする，あるいは違反の影響を誇
張する。（９の８ｆを参照） 

即座に２分間退場を判定すべきスポーツマ
ンシップに反する行為 
9 の 8 特定の違反をしたプレーヤーやチ
ーム役員は，前もって警告となっていなく
ても，即座に 2 分間退場を判定する。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
【注】~省略~ゴールキーパーがレフェリー
の判断を欺くために，演技を行った場合（例
えば，ゴールキーパーの胸に直撃したにも
かかわらず，顔に当たったように見せかけ
る等）は，ゴールキーパーに対してスポーツ
マンシップに反する行為として，競技規則
9：7ｄを適用する。 

即座に２分間（4 人制は次のターンオーバー
まで）退場を判定すべきスポーツマンシップ
に反する行為 
9 の 8 特定の違反をしたプレーヤーやチー
ム役員は，前もって警告となっていなくて
も，即座に 2 分間（4 人制は次のターンオー
バーまで）退場を判定する。（中略） 
（ｅ）３ｍの距離を確保することなく、極極 
的に妨害する、あるいは他の違反をするこ 
とで、相手の各種スローの実施を妨害する。 
（ｆ）レフェリーに競技を中断させたり、相 
手に不当な罰則をレフェリーに適用させたり 
するため、当該部位への身体接触がほんのわ 
ずか、あるいは全くない状況で、「シミュレー 
ション」を行うことにより、レフリーの判断 
を欺こうとする（９の７ｄ参照）。 
（ｇ）コートプレーヤーが、ゴールキーパー 
不在の無人のゴールに向けて投げられたボー 
ルを、ゴールエリアに侵入し阻止あるいはキ 
ャッチする。 
【注】~省略~ゴールキーパーがレフェリーの 
判断を欺くために，演技を行った場合（例え 
ば，ゴールキーパーの胸に直撃したにもかか 
わらず，顔に当たったように見せかける等） 
は，ゴールキーパーに対してスポーツマンシ 
ップに反する行為として，競技規則 9：8ｆを 
適用する。 

加筆 
 
 
 

 
加筆 

 
加筆 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
修正 

9 の 9 ~省略~ 
(ｅ)フリースローを直接シュートする際
に，ボールの方向への頭部を動かしていな
い防御側プレーヤーの頭部にボールをぶ
つける。~省略~ 

9 の 9 ~省略~ 
(ｅ) 競技規則 2：4 による終了合図のフリー 
スローの実施に際して、ボールの方向への 
頭部を動かしていない防御側プレーヤーの 
頭部にボールをぶつける。~省略~ 

 
修正 

極めてスポーツマンシップに反する行為
（(ａ)(ｂ)，9：6 との関連は報告書を伴う） 
9 の 10 ~省略~【注】退場，失格の場合，
退場または失格となったプレーヤーの持ち
点を，２分間，最大チーム持ち点から減ら
すものとする。 

報告書を伴う失格とすべき極めてスポーツマ
ンシップに反する行為 
9 の 10 ~省略~【注】退場，失格の場合，退場
または失格となったプレーヤーの持ち点を２
分間（４人制:次のターンオーバーまで），最大
チーム持ち点から減らすものとする。 

修正 
 

 

 

加筆 

9 の 10  
~省略~ 
 
 
以下の(ｃ)及び(ｄ)のような違反行為があ 
った場合，相手チームに７ｍスローを与え 
る。 
(ｃ) 競技終了前 30 秒間，競技の中断中に 
プレーヤーやチーム役員が，相手がシュー 
トをする，あるいは得点を狙える位置に到 
達する可能性をなくすために，相手のスロ 
ーの実施を妨げた，または遅らせた場合，こ 
れは極めてスポーツマンシップに反する行 
為とし，違反行為をしたプレーヤーやチー 
ム役員は失格となり，相手チームに７ｍス 
ローを与える。すべての妨害行為に対して 
も適用する（例えば，子細な身体接触により 
パスをインターセプトする，相手にボール 
を取らせない，ボールをつかんで離さない  
などスローの実施を妨げる行為）。 

競技終了前 30 秒間における失格と 7ｍスロー
とすべきスポーツマンシップに反する行為ま
たは不正な行為 

９の 11 
以下の(ａ)及び(ｂ)のような違反行為があっ 
た場合，相手チームに７ｍスローを与える。 
(ａ) 競技終了前 30 秒間，競技の中断中にプ 
レーヤーやチーム役員が，相手がシュートを 
する，あるいは得点を狙える位置に到達する 
可能性をなくすために，相手のスローの実施 
を妨げた，または遅らせた場合，これは極め 
てスポーツマンシップに反する行為とし，違 
反行為をしたプレーヤーやチーム役員は失格 
となり，相手チームに７ｍスローを与える。 
すべての妨害行為に対しても適用する（例え 
ば，子細な身体接触によりパスをインターセ 
プトする，相手にボールを取らせない，ボー 
ルをつかんで離さないなどスローの実施を妨 
げる行為）。 
 

加筆 
 
※現行

9:10(c)(d)の

移動により 

修正 
 



 (ｄ) 競技終了前 30 秒間，インプレー中に 
以下の（１）および（２）のような違反行為 
により相手がシュートをする，あるいは得 
点を狙える位置に到達する可能性をなくし 
た場合，違反行為をしたプレーヤーやチー 
ム役員は失格となり，相手チームに７ｍス 
ローを与える。 
（１）プレーヤーが，競技規則 9：5，9：6， 
9：10ａ，9：1ｂ(ii)に該当する違反行為をし 
た。 
（２）チーム役員が，競技規則 9：10ａ，9： 
10ｂ(i)に該当する違反行為をした。ただし， 
競技が中断される前に，違反されたプレー 
ヤーやそのチームのプレーヤーがシュート 
を決めたならば，そのシュートは得点とし， 
改めて７ｍスローを与える必要はない。 

 (ｂ) 競技終了前 30 秒間，インプレー中に 
以下の（１）および（２）のような違反行為 
により相手がシュートをする，あるいは得点 
を狙える位置に到達する可能性をなくした場 
合，違反行為をしたプレーヤーやチーム役員 
は失格となり，相手チームに７ｍスローを与 
える。 
（１） プレーヤーが，競技規則 9：5，9：6， 
9：９，9：10ａ，9：1ｂ(ii)に該当する違反行
為をした。 
（２）チーム役員が，競技規則 9：10ａ，9： 
10ｂ(i)に該当する違反行為をした。ただし， 
競技が中断される前に，違反されたプレー 
ヤーやそのチームのプレーヤーがシュート 
を決めたならば，そのシュートは得点とし， 
改めて７ｍスローを与える必要はない。 
【注】競技規則 9：6 および 9：10 に該当す
る違反行為をした場合、報告書を提出しなけ
ればならない。~省略~ 

修正 
 
 
 
 
 
 
 
加筆 
 
 
 
 
 
 
 
加筆 
 

10 の 5【注】 シュートアウトにおいて
も、上記(ａ)(ｂ)に対しては 2 点が与えら
れる。 

10 の 5【注】 シュートアウトにおいても、
360 度回転直後のシュートで得点した場合は
2 点が与えられる。 

 
修正 

「４人制」 11 の２ 得点の後は，得点 
をされたチームのゴールキーパーが，レフ 
ェリーの笛の後にゴールキーパースロー 
を行うことによって競技を再開する 

「４人制」 11 の２ 得点の後は，得点 
をされたチームのゴールキーパーが，レフ 
ェリーの笛なしにゴールキーパースローを 
行うことによって競技を再開する 

 
 
修正 

11 の 3 ~省略~ 
(b)スローオフエリアを設置したコートでの
スローオフ 
~省略~ 
－スローを行うチームの相手のプレーヤー
は，スローオフエリアの外にいなければな
らない。さらに，スローオフを行ったと見な
されるまで，スローを行うチームの相手の
プレーヤーは，スローオフエリアの中でボ
ールやスローを行うプレーヤー，およびそ
の味方のプレーヤーに触れることはできな
い（16：4，9：7ｃ）。ただし，スローオフエ
リアのすぐ外にいてもよい。 

11 の 3~省略~ 
(b)スローオフエリアを設置したコートでの
スローオフ 
~省略~ 
－スローを行うチームの相手のプレーヤー
は，スローオフエリアの外にいなければなら
ない。さらに，スローオフを行ったと見なさ
れるまで，スローを行うチームの相手のプレ
ーヤーは，スローオフエリアの中でボールや
スローを行うプレーヤー，およびその味方の
プレーヤーに触れることはできない（16：
4，9：7ｃ，9：8ｅ）。ただし，スローオフエ
リアのすぐ外にいてもよい。 

 
 
 
 
(b)-８つ目 

 
 
 
 
 
 
加筆 
 

「４人制」 11 の 3  各セットの開始 
時のスローオフは，コートの中央から行 
う。得点の後，得点されたチームのゴール 
キーパーは，ボールがゴールエリアライン 
を越えるように笛の合図から 30 秒以内に 
スローを行わなければならない 

「４人制」 11 の 3  各セットの開始時 
のスローオフは，コートの中央から行う。得 
点の後，得点されたチームのゴールキーパ 
ーは，ボールがゴールエリアラインを越え 
るように笛の合図なしにスローを行わなけ 
ればならない 

 
 
 
 
修正 

11 の 4 ~省略~ 
スローオフエリアを採用しないコートで

スローオフを行う場合（11：3ａ），相手チー
ムのプレーヤーは，スローオフを行うプレ
ーヤーから３ｍ以上離れていなければなら
ない（16：4，16：9，9：7ｃ）。 
スローオフエリアを設置したコートでの

スローオフを行う場合（11：3ｂ），相手チー
ムのプレーヤーは，スローオフエリアライ
ンの外側にいなければならない（16：4，16：
9，9：7ｃ）。 

11 の 4 ~省略~ 
スローオフエリアを採用しないコートでス

ローオフを行う場合（11：3ａ），相手チーム
のプレーヤーは，スローオフを行うプレーヤ
ーから３ｍ以上離れていなければならない
（16：4，16：9，9：7ｃ，9：8ｅ）。 
スローオフエリアを設置したコートでのスロ
ーオフを行う場合（11：3ｂ），相手チームの
プレーヤーは，スローオフエリアラインの外
側にいなければならない（16：4，16：9，9：
7ｃ，9：8ｅ）。 

 
３段落以降 

 
 
 
加筆 
 
 
 
 
加筆 

 11 の５  ゴールデンゴールのスタートは、
第２セットの最後にボールを保持していたチ
ームのスローオフで始める。 

加筆 

12 の 5 
 スローインを行うとき，相手チームのプ

12 の 5 
 スローインを行うとき，相手チームのプレ

 
 



レーヤーはスローを行うプレーヤーから３
ｍ以上離れていなければならない（16：
4，16：9，9：7ｃ）。 
~省略~ 

ーヤーはスローを行うプレーヤーから３ｍ以
上離れていなければならない（16：4，16：
9，9：7ｃ，9：8ｅ）。 
~省略~ 

 
 
加筆 

13 の 2 ~省略~ 
相手チームのプレーヤーはゴールエリア 
ラインのすぐ外にいてもよいが，ボールが
ゴールエリアラインを完全に通過するま
で，ボールに触れることはできない（16：
4，16：9，9：7ｃ）。 

13 の 2 ~省略~ 
相手チームのプレーヤーはゴールエリアライ 
ンのすぐ外にいてもよいが，ボールがゴール
エリアラインを完全に通過するまで，ボール
に触れることはできない（16：4，16：9，
9：7ｃ，9：8ｅ）。 

 
４段落 
 
 
 
加筆 

14 の 3 
競技規則 14：1ａ～ｂにより，通常フリ

ースローを判定するような状況が競技の中
断中に起こった場合，その中断の理由に相
応しいスローで競技を再開する（9：10ｃ
競技終了前 30 秒間も参照）。 

14 の 3 
競技規則 14：1ａ～ｂにより，通常フリー

スローを判定するような状況が競技の中断中
に起こった場合，その中断の理由に相応しい
スローで競技を再開する（競技終了前 30 秒
間における 9：11ａ，チームタイムアウト電
子申請システム規定も参照）。 

 
 
 
 
修正 
加筆 

14 の 8 
フリースローを行うとき相手チームのプ

レーヤーは，スローを行うプレーヤーから
３ｍ以上離れなければならない。しかし，
防御側チームのフリースローラインのすぐ
外側からフリースローを行う場合，防御側
チームは自陣のゴールエリアラインの外側
に沿って立つことが許される。フリースロ
ーの実施を妨害した場合，競技規則 16：9
と 9：7ｃにより罰則を適用する。 

14 の 8 
フリースローを行うとき相手チームのプレ

ーヤーは，スローを行うプレーヤーから３ｍ
以上離れなければならない。しかし，防御側
チームのフリースローラインのすぐ外側から
フリースローを行う場合，防御側チームは自
陣のゴールエリアラインの外側に沿って立つ
ことが許される。フリースローの実施を妨害
した場合，競技規則 16：9，9：7ｃ，9：8ｅ
により罰則を適用する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
加筆 

 14 の 9  ４人制でのフリースローでは、
360 度回転シュートはない。 

加筆 

15 の 1 ~省略~ 
(ｄ) 競技規則 9：10ｃ，9：10ｄに記載さ
れている違反行為があったとき（9：10 最
終段落も参照）。 

15 の 1 ~省略~ 
(ｄ) 競技規則 9：11a，9：11b に記載され
ている違反行為があったとき（9：11 最終段
落も参照）。 

 
修正 
 

16 の 1 ~省略~ 
ゴールキーパースロー（13：2）とスロ

ーオフエリアを用いて実施するスローオフ
（11：3ｂ）の場合を除き各種スローの実
施中は，ボールを手から離すまでスローを
行うプレーヤーは片輪の一部を終始，床に
つけていなければならない（ただし，11：
3ｂを参照）。~省略~ 

16 の 1 ~省略~ 
ゴールキーパースロー（13：2）とスローオ
フエリアを用いて実施するスローオフ（11：
3ｂ）の場合を除き各種スローの実施中は，
ボールを手から離すまでスローを行うプレー
ヤーは同じ片輪の一部を終始，床につけてい
なければならない（ただし，11：3ｂを参
照）。~省略~ 

 
2 段落 
 
 
 
加筆 

16 の 9 ~省略~ 
スローの前に再開の笛の合図の有無にか

かわらず，この行為を違反と判定する。競
技規則 17：1ｂ，と 17：3ｄに関連して，競
技規則 9：7ｃを適用する。 

16 の 9 ~省略~ 
スローの前に再開の笛の合図の有無にかかわ
らず，この行為を違反と判定する。競技規則
17：1ｂ，と 17：3ｄに関連して，競技規則
9：7ｃまたは 9：8ｅを適用する。 

 
2 段落 
 
 
加筆 

17 の３  次の場合は，２分間退場とす
る。 

17 の３ 次の場合は，２分間（4 人制：次の
ターンオーバーまで）退場とする。 

加筆 

17 の６  次の場合は，失格とする。 
（省略）(ｄ) 同一のプレーヤーの 3 回目
の退場に伴う結果として 

17 の６  次の場合は，失格とする。 
（省略）(ｄ)同一のプレーヤーの 3 回目（4
人制:2 回目）の退場に伴う結果として 

 
加筆 

17：８ ～省略～ 
コートの内外に関係なく，競技時間中の

プレーヤーやチーム役員の失格に対して，
チームには毎回 2 分間の退場が伴う。これ
は，そのチームがコート上のプレーヤーを
2 分間 1 名減らさなければならないことを
意味する（17：3ｆ）。ただし，競技規則
17：9ｂ～ｄに示した状況でプレーヤーが
失格となった場合，コート上のプレーヤー
を 4 分間続けて 1 名減らすことになる。 

17：８ ～省略～ 
コートの内外に関係なく，競技時間中のプ

レーヤーやチーム役員の失格に対して，チー
ムには毎回 2 分間（4 人制：次のターンオー
バーまで）の退場が伴う。これは，そのチー
ムがコート上のプレーヤーを 2 分間（4 人
制：次のターンオーバーまで）1 名減らさな
ければならないことを意味する（17：3ｆ）。
ただし，競技規則 17：9ｂ～ｄに示した状況
でプレーヤーが失格となった場合，コート上

2 段落 
 
加筆 
 
 
加筆 
 
 
 
 



失格により，競技に参加できるプレーヤ
ーやチーム役員の数は減る（ただし 17：11
ｂの場合を除く）。しかし 2 分間の退場時
間が終了すれば，チームはコート上のプレ 
ーヤーの数を戻すことができる。 

のプレーヤーを 4 分間（6 人制）続けて 1 名
減らすことになる。 
失格により，競技に参加できるプレーヤー

やチーム役員の数は減る（ただし 17：11ｂ
の場合を除く）。しかし 2 分間（4 人制：次
のターンオーバーまで）の退場時間が終了す
れば，チームはコート上のプレーヤーの数を
戻すことができる。 

加筆 
 
 
 
加筆 
 
 

17 の９ （省略）しかし次のような特例に
限って，チームはコート上のプレーヤーを 4
分間減らして競技をしなければならない。 
(ａ) 退場となった直後のプレーヤーが，競 
技の再開前にスポーツマンシップに反する 
行為をしたならば，そのプレーヤーはさら 
に 2 分間の退場が追加される。追加の退場 
が，そのプレーヤーの 3 回目の退場となる 
場合，当該プレーヤーは失格となる。 
(ｂ) （直接の，または 3 回目の退場によ 
る）失格となった直後のプレーヤーが，競 
技の再開前にスポーツマンシップに反する 
行為をしたならば，チームは罰則を追加さ 
れ，コート上のプレーヤーを 4 分間減らし 
て競技をすることになる。 
(ｃ) 退場となった直後のプレーヤーが，競 
技の再開前に著しくあるいは極めてスポー 
ツマンシップに反する行為をしたならば， 
そのプレーヤーはさらに失格となる。この 
２つの罰則を合わせ，チームはコート上の 
プレーヤーを 4 分間減らして競技をするこ 
とになる。 
(ｄ)（直接の，または 3 回目の退場による）
失格となった直後のプレーヤーが，競技の
再開前に著しくあるいは極めてスポーツマ
ンシップに反する行為をしたならば，チー
ムは罰則を追加され，コート上のプレーヤ
ーを 4 分間減らして競技をすることにな
る。 

17 の９ （省略）しかし次のような特例に
限って，チームはコート上のプレーヤーを 4
分間（6 人制）減らして競技をしなければな
らない。 
 (ａ) 退場となった直後のプレーヤーが， 
競技の再開前にスポーツマンシップに反する 
行為をしたならば，そのプレーヤーはさらに 
2 分間（4 人制:次のターンオーバーまで）の 
退場が追加される。追加の退場が，そのプレ 
ーヤーの 3 回目（4 人制:2 回目）の退場とな 
る場合，当該プレーヤーは失格となる。 
(ｂ)（直接の，または 3 回目（4 人制:2 回目） 
の退場による）失格となった直後のプレーヤ 
ーが，競技の再開前にスポーツマンシップに 
反する行為をしたならば，チームは罰則を追 
加され，コート上のプレーヤーを 4 分間（6 人 
制）減らして競技をすることになる。 
(ｃ)退場となった直後のプレーヤーが，競技 
の再開前に著しくあるいは極めてスポーツマ 
ンシップに反する行為をしたならば，そのプ 
レーヤーはさらに失格となる。この２つの罰 
則を合わせ，チームはコート上のプレーヤー 
を 4 分間（6 人制）減らして競技をすること 
になる。 
(ｄ)（直接の，または 3 回目（4 人制:２回
目）の退場による）失格となった直後のプレ
ーヤーが，競技の再開前に著しくあるいは極
めてスポーツマンシップに反する行為をした
ならば，チームは罰則を追加され，コート上
のプレーヤーを 4 分間（6 人制）減らして競
技をすることになる。 

 
 
加筆 
 
 
 
 
加筆 
 
加筆 
 
加筆 
 
 
 
加筆 
 
 
 
 
 
 
加筆 
 
加筆 
 
 
 
 
加筆 
 

競技規則解釈 3.チームタイムアウト 
タイムキーパーは笛を吹いて競技を中断
し，時計を止める。その後タイムキーパー
は，タイムアウトの合図（ジェスチャー 
15）を示し，腕を伸ばしてチームタイムア
ウトを請求したチーム側を指す。 

競技規則解釈 3.チームタイムアウト 
タイムキーパーは笛を吹いて競技を中断し，
時計を止める（2：9）。その後タイムキーパ
ーは，タイムアウトの合図（ジェスチャー 
16）を示し，腕を伸ばしてチームタイムアウ
トを請求したチーム側を指す。 

 
４段落 
 
 
修正 

競技規則解釈 8.負傷したプレーヤー 
（省略）（ａ）レフェリーが明らかにコー
ト上での治療行為が必要と判断した場合，
すぐにジェスチャー15 と 16 を行う。（中
略） 
（ｃ）競技規則 5：11 第 2 段落は，以下の
場合には適用しない。） 

競技規則解釈 8.負傷したプレーヤー 
（省略）（ａ）レフェリーが明らかにコート
上での治療行為が必要と判断した場合，すぐ
にジェスチャー16 と 17 を行う。 
（中略） 
（ｃ）競技規則 5：13 第 2 段落は，以下の場
合には適用しない。） 

 
 
 
修正 
 
修正 

競技規則運用に関するガイドライン 
負傷したプレーヤーの救護（5：11） 

競技規則運用に関するガイドライン 
負傷したプレーヤーの救護（5：13） 

 
修正 

競技規則運用に関するガイドライン 
コートプレーヤーのゴールエリア侵入
（9:7ｆ） 
（省略）自陣のゴールエリアに立ち入った
場合も（9：7ｆを適用して） 

競技規則運用に関するガイドライン 
コートプレーヤーのゴールエリア侵入（9:7
ｅ） 
（省略）自陣のゴールエリアに立ち入った場
合も（9：7ｅを適用して） 

 
修正 
 
修正 

競技規則運用に関するガイドライン 
各種スローの実行（第 15 条） 

競技規則運用に関するガイドライン 
各種スローの実行（第 16 条） 

 
修正 



競技規則運用に関するガイドライン 
失格となったプレーヤーによる，競技再開
前の極めてスポーツマンシップに反する 
行為について 
 直接または 3 回目の退場による失格を判
定されたプレーヤーが､競技再開前に競技
規則 9：10ａに該当するような極めてスポ
ーツマンシップに反する行為をした場合，
そのプレーヤーに対して報告書を伴う失格
を追加する。この場合，チームはコート上
のプレーヤーを，４分間減らさなければな
らない。 

競技規則運用に関するガイドライン 
失格となったプレーヤーによる，競技再開前
の極めてスポーツマンシップに反する 行為
について 
 直接または 3 回目（4 人制：2 回目）の退
場による失格を判定されたプレーヤーが､競
技再開前に競技規則 9：10ａに該当するよう
な極めてスポーツマンシップに反する行為を
した場合，そのプレーヤーに対して報告書を
伴う失格を追加する。この場合，チームはコ
ート上のプレーヤーを，４分間（6 人制）減
らさなければならない。 

 
 
 
 
加筆 
 
 
 
 
 
加筆 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



加筆：太赤字   修正：青字   削除：赤字 

 

交代地域規定 

 

旧（2023 年 4 月 1 日発行） 新（2024 年 7 月 1 日発行） 備考 

１． ~省略~ 
センターラインから 3.5ｍの位置に，チ

ームベンチの始端を設置する。この位置は
「コーチングゾーン」の始端でもある（た
だし，国内における「コーチングゾーン」
とは，センターラインから 3.5ｍの位置を
始端，センターラインから 12ｍをその終端
とし，この領域を明確にするためラインを
引くこととする。そのラインは，サイドラ
インの外側から 30 ㎝の距離に，サイドラ
インに対して垂直に 50 ㎝の長さで引く）。 
~省略~ 

１． ~省略~ 
センターラインから 3.5ｍの位置に，チー

ムベンチの始端を設置する。この位置は「コ
ーチングゾーン」の始端でもある。 
~省略~ 

 
2 段落 
 
 
削除 
※5.に、新た

にエリアに

関する具体

的な記載が

なされたた

め 

5.   
~省略~ 
 
しかし，特に次のような目的の場合に，

チーム役員は「コーチングゾーン」の範囲
内を行き来することが許される。「コーチ
ングゾーン」とは，ベンチの前であり，会
場の都合で可能な場合は，ベンチの真後ろ
を含む。 

5.  
 ~省略~ 
 
しかし，特に次のような目的の場合に，チー
ム役員は「コーチングゾーン」の範囲内を行
き来することが許される。 
 「コーチングゾーン」は，センターライン
から、3.5ｍの位置を始点、それぞれのアウ
ターゴールラインから 8ｍの位置を終端と
し、場所に余裕があるときはベンチの真後ろ
も含まれる。 
 「コーチングゾーン」の終端は，サイドラ
インの外側にサイドラインに対して垂直につ
なげるように、長さ 50ｃｍ、幅 5ｃｍのライ
ンを引くこととする。 
 
※補足 国内において、始点のラインを引
く場合、サイドラインの外側から 30ｃｍの
距離に、サイドラインに対して垂直に 50ｃ
ｍの長さで引く。その理由は交代ラインと
の違いを明確にするためである。上記の終
端のラインがサイドラインに対してつなげ
るように引く理由は、コーチングゾーンの
終端を明確にするためである。 
 
~省略~ 
 

 
 
 
2 段落 
 
 
修正 
 
 
 
 
加筆 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



加筆：太赤字   修正：青字   削除：赤字 

 

競技規則運用に関するガイドライン 

 

旧（2023 年 4 月 1 日発行） 新（2024 年 7 月 1 日発行） 備考 

終了合図後のフリースローの実施 
（2：6，9：10ｃ） 

 いわゆるノータイムのフリースローや７ 

ｍスローの実施の最中に，防御側チームに 

よる違反やスポーツマンシップに反する行 

為があったならば，該当するプレーヤーに 

対し，競技規則 17：3，17：6 または 17：9 

に基づき罰則を適用し，攻撃側チームに再 

度スローを行わせる（16：9 第３段落）。こ 

の場合，競技規則 9：10ｃ（競技終了前 30 

秒間）は適用されない。 

終了合図後のフリースローの実施 
（2：6，9：11ａ） 

 いわゆるノータイムのフリースローや７ｍ 

スローの実施の最中に，防御側チームによる 

違反やスポーツマンシップに反する行為があ 

ったならば，該当するプレーヤーに対し，競 

技規則 17：3，17：6 または 17：9 に基づき 

罰則を適用し，攻撃側チームに再度スローを 

行わせる（16：9 第３段落）。この場合，競技 

規則 9：11ａ（競技終了前 30 秒間）は適用さ 

れない。 

 

修正 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修正 

 コートへの入場（5：4～5：6） 
 不正交代は、コートから出るプレーヤーと 
コートに入るプレーヤーの両方が、同時に少 
なくとも片輪がコート上にある場合、適用と 
なる。 
 不正入場は、味方のプレーヤーが誰もコー 
トから出ていないにもかかわらず、交代地域 
から余計に入ったプレーヤーの両輪がコート 
上にある場合、適用となる。 
 交代ラインの不正利用は、コートから出る、
あるいはコートに入るプレーヤーの両輪が、交
代ラインやセンターラインの外側にある場合、
適用となる。 

加筆 
 

負傷したプレーヤーの救護（5：11） 負傷したプレーヤーの救護（5：13） 修正 

負傷したゴールキーパー（7：8） 

 ゴールキーパーがプレー中にボールをぶ
つけられると，プレーの続行は不可能であ
る。一般的にゴールキーパーの救護は優先
されるべきである。ゲームの再開方法は，以
下のとおり状況により異なる。 
 
 
ａ）ボールがサイドラインやアウターゴ 
ールラインを通過したとき，また，ゴールエ 
リア内で止まっている，あるいは転がって 
いるとき。      
 正しい運用 ： 競技を即座に中断し，ゴ 
ールキーパーの救護の後，スローインかゴ 
ールキーパースローで競技を再開。 
 

負傷したゴールキーパー（7：8） 

 ゴールキーパーがプレー中にボールをぶつ
けられると，プレーの続行は不可能である。
一般的にゴールキーパーの救護は優先される
べきである。ゲームの再開方法は，以下のと
おり状況により異なる。 
 ボールがゴールエリアからプレーイングエ
リアに戻っている際は、インプレー中となる。 
ａ）ボールがサイドラインやアウターゴ 
ールラインを通過したとき，また，ゴールエ 
リア内で止まっている，あるいは転がって 
いるとき。 
正しい運用 ： 競技を即座に中断し，ゴー
ルキーパーの救護の後，スローインかゴール
キーパースロー、（中断の理由に相応しい）フ
リースローでゲームを再開。 

 
 
 
 
 
 
加筆 
 
 
 
 
 
 
 
加筆 
修正 

競技規則 9：5【注】に関連したゴールキー
パーの失格（IHF2019 ガイドライン通達 一
部改訂） ~省略~ 
ｂ）攻撃側プレーヤーがボールを後方から
追っている，ボールは前方にいるゴールキ
ーパーと攻撃側プレーヤーの間にある（つ
まり，攻撃側プレーヤーは前方にいるゴー
ルキーパーを認知できている）場合。 

競技規則 9：5【注】に関連したゴールキーパ
ーの失格（IHF2019 ガイドライン通達 一部改
訂）~省略~ 
ｂ）ボールが前方にいるゴールキーパーとそ 
れを追う攻撃側プレーヤーとの間にある場 
合、ボールを後方から追いかけている攻撃側 
プレーヤー（つまり，前方にいるゴールキー 
パーを認知できている攻撃側プレーヤー）は、 

 
 
 
修正 
 
加筆 
修正 
加筆 



~省略~ 衝突を回避することが可能である。~省略~  

コートプレーヤーのゴールエリア侵入（9:7
ｆ） 
チームがゴールキーパーなしでプレーして
いて，ボールの所持を失った場合，自チーム
が有利になるためにコートプレーヤーが自
陣のゴールエリアに立ち入った場合も（9：
7ｆを適用して）段階的罰則を与える。 

コートプレーヤーのゴールエリア侵入（9:7
ｅ） 
チームがゴールキーパーなしでプレーして
いて，ボールの所持を失った場合，自チーム
が有利になるためにコートプレーヤーが自陣
のゴールエリアに立ち入った場合も（9：7ｅ
を適用して）段階的罰則を与える。 

 
修正 
 
 
 
 
修正 

競技終了前 30 秒間（9:10ｃ，9:10ｄ） 
~省略~ 

競技終了前 30 秒間（9:11ａ，9:11ｂ） 
~省略~ 

修正 

“３ｍの距離を確保しない”とき（9：10ｃ） 

~省略~ 
競技終了前30秒間で各種スローに直接関 

係しない違反で各種スローができずに競技
が中断した場合（例：不正交代，交代地域で
のスポーツマンシップに反する行為での違
反など），競技規則 9：10ｃを適用する。 
 各種スローの実施の際に,３ｍより近い位 
置にいる相手プレーヤーが，例えばブロッ 
クするなどによりスローの結果やスローの 
実施を積極的に妨害した場合，競技規則 9： 
10ｃを適用しなければならない。 
 ３ｍより近い位置にいるが，スローの実
施を積極的に妨害しなかった場合，罰則を
適用しない。各種スローの実施の際，３ｍよ
り近い位置にいて，シュートをブロックし
たり，パスをインターセプトしたりした場
合も競技規則 9：10ｃを適用する。 

“３ｍの距離を確保しない”とき（9：11ａ） 

~省略~ 
競技終了前 30 秒間で各種スローに直接関 

係しない違反で各種スローができずに競技が
中断した場合（例：不正交代，交代地域でのス
ポーツマンシップに反する行為での違反な
ど），競技規則 9：11ａを適用する。 
 各種スローの実施の際に,３ｍより近い位 
置にいる相手プレーヤーが，例えばブロック 
するなどによりスローの結果やスローの実施 
を積極的に妨害した場合，競技規則 9：11ａ 
を適用しなければならない。 
 ３ｍより近い位置にいるが，スローの実施
を積極的に妨害しなかった場合，罰則を適用
しない。各種スローの実施の際，３ｍより近
い位置にいて，シュートをブロックしたり，
パスをインターセプトしたりした場合も競技
規則 9：11ａを適用する。 

修正 
３段落以降 
 
 
 
 
修正 
 
 
 
修正 
 
 
 
 
 
 
修正 

競技終了前30秒間における身体的な違反に
対しての失格（9：10ｄ） 
~省略~ 

競技終了前 30 秒間における身体的な違反に
対しての失格（9：11ｂ） 
~省略~ 

 
修正 

競技終了前30秒間でのアドバンテージにつ
いて（9：10ｄ最終段階） 
~省略~ 
競技時間中にあっても，終了の笛と同時

であっても，違反があればいわゆるノータ
イムの７ｍスロー（2：4 第 1 段落）を行
って競技規則 9：10ｄは適用されることに
なる。この状況におけるレフェリーの判定
は（18：11 における）事実判定である。 

競技終了前 30 秒間でのアドバンテージにつ
いて（9：11ｂ最終段階） 
~省略~ 
競技時間中にあっても，終了の笛と同時

であっても，違反があればいわゆるノータ
イムの７ｍスロー（2：4 第 1 段落）を行っ
て競技規則 9：11ｂは適用されることにな
る。この状況におけるレフェリーの判定は
（18：11 における）事実判定である。 

 
修正 
２段落 
 
 
 
修正 

無人のゴールと 7ｍスローの判定（15:1，競
技規則解釈 6ｃ） 
 競技規則解釈 6ｃｆｒは、~省略~ 

無人のゴールと 7ｍスローの判定（15:1，競技
規則解釈 6ｃ） 
 競技規則解釈 6ｃは、~省略~ 

 
 
削除 

各種スローの実行（第 15 条） 
~省略~ 

各種スローの実行（第 16 条） 
~省略~ 

修正 
 

失格となったプレーヤーによる、競技再開
前の極めてスポーツマンシップに反する行
為について（17:9ｄ） 
直接または 3 回目の退場による失格を

判定されたプレーヤーが､競技再開前に競
技規則 9：10ａに該当するような極めてス
ポーツマンシップに反する行為をした場
合，そのプレーヤーに対して報告書を伴う
失格を追加する。この場合，チームはコー
ト上のプレーヤーを，４分間減らさなけれ
ばならない。 

失格となったプレーヤーによる、競技再開前
の極めてスポーツマンシップに反する行為に
ついて（17:9ｄ） 
直接または 3 回目（4 人制：2 回目）の退

場による失格を判定されたプレーヤーが､
競技再開前に競技規則 9：10ａに該当する
ような極めてスポーツマンシップに反する
行為をした場合，そのプレーヤーに対して
報告書を伴う失格を追加する。この場合，チ
ームはコート上のプレーヤーを，４分間（6
人制）減らさなければならない。 

 
 
 
加筆 
 
 
 
 
 
加筆 

 

 

 



加筆：太赤字   修正：青字   削除：赤字 

 

チームタイムアウト電子申請システム規定 

 

旧（2023 年 4 月 1 日発行） 新（2024 年 7 月 1 日発行） 備考 

３. 上記１．または２．に記載されている状 
況が，競技終了前 30 秒間に生じた場合， 
チーム責任者は，７ｍスローまたはボー 
ルの所持（フリースロー）のいずれかを選 
択する権利を有する。 

チーム責任者によってボールの所持が 
選択された場合，競技を中断したときに 
ボールがあった位置から，フリースロー 
によって競技は再開される。 

３. 上記１,２,６,８に記載されている状 
況が，競技終了前 30 秒間に生じた場合， 
チーム責任者は，７ｍスローまたはボー 
ルの所持（フリースロー）のいずれかを選 
択する権利を有する。 

チーム責任者によってボールの所持が 
選択された場合，競技を中断したときに 
ボールがあった位置から，フリースロー 
によって競技は再開される。 

修正 加筆 

５．～省略～ 
競技の中断中に，チームタイムアウトの請
求がなされた場合。 
（ａ） ブザーボタンを押してチームタイム

アウトを請求したチーム役員に対し
て，段階的罰則を適用する（ただし，
本規定９．を参照）。 

（ｂ） 中断の理由に相応しいスローで，競 
技を再開する。 

 

５．～省略～ 
競技の中断中に，チームタイムアウトの請求
がなされた場合。 
（ａ） ブザーボタンを押してチームタイムア

ウトを請求したチーム役員に対して，段
階的罰則を適用する（ただし，本規定９．
を参照）。 

（ｂ） 中断の理由に相応しいスローで，競 
技を再開する。 

５(ｃ)および５(ｅ)により不正にチームタ
イムアウトを請求したチームは、チームタイ
ムアウトの請求権を１つ失う（これにより当
該チームのチームタイムアウトの請求合計
数が、１つ減ることになる）。 

※最終段落 

 

 

 

 

 

 

 

 

加筆 

６. 相手チームがボールを所持していると
きに、上記５．に記載されている状況が生
じた場合、競技規則 9：10ｂに基づき判定
する。 

６. 相手チームがボールを所持していると
きに、上記５．に記載されている状況が生
じた場合、競技規則 9：10ｂに基づき、ボー
ルを所持しているチームに対して、7ｍスロ
ーを与える。 

 

 

加筆 

 

修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



加筆：太赤字   修正：青字   削除：赤字 

 

ビデオ判定システム規定 

 

旧（2023 年 4 月 1 日発行） 新（2024 年 7 月 1 日発行） 備考 

ビデオ判定システム（以下、ＶＲ）が使用される
可能性がある状況 
No.8 状況：競技規則第８条 
概要説明：レフェリーが 2 分間の退場を適
用すべきか、あるいは 9:5，9:6，9:9，9:10
に基づく失格を適用すべきかどうかについ
て、重大な疑念を持つ場合。 

ビデオ判定システム（以下、ＶＲ）が使用される
可能性がある状況 
No.8 状況：競技規則第９条 
概要説明：レフェリーが 2 分間の退場（4 人
制は次のターンオーバーまで）を適用すべき
か、あるいは 9:5，9:6，9:9，9:10，9：11 に
基づく失格を適用すべきかどうかについて、
重大な疑念を持つ場合。 

 

 

修正 
加筆 
 
加筆 

ビデオ判定システム（以下、ＶＲ）が使用される
可能性がある状況 
No.９ 状況：競技終了前 30 秒間で試合状
況が変わるような場面 
概要説明：レフェリーが 7ｍスローの判定、
または得点を決めたプレーヤーによる違反
ついて重大な疑念を持つ場合。 

ビデオ判定システム（以下、ＶＲ）が使用される
可能性がある状況 
No.９ 状況：競技終了前 30 秒間で試合状況
が変わるような場面（競技終了合図のあとに
行われる最後の一投を含む） 
概要説明：レフェリーが 7ｍスローの判定、ま
たは得点を決めたプレーヤーによる違反につ
いて重大な疑念を持つ場合。 

 

 

 

加筆 

 

 

加筆 

ビデオ判定システム（以下、ＶＲ）が使用される
可能性がある状況 
備考： 
～省略～ 
４．VR を使用するかどうかを決定できるの
は、両レフェリー（または TO）のみである。
使用する際には両チームと観客に対して、
VR を使用し状況を確認することを示す。積
極的に「VR」の合図を MO に向けて示した
プレーヤーまたはチーム役員に対して、競
技 
５．規則 9:7～9:8 に従い、段階的罰則が与
えられる。 

ビデオ判定システム（以下、ＶＲ）が使用される
可能性がある状況 
備考： 
～省略～ 
４．該当する場合、VR を使用するかどうかの
決定は、両レフェリーと TO の裁量によって
行われる。両レフェリーまたは TO の観察に
基づく VR 検証による事実判定は、最終的なも
のである。積極的に「VR」の合図を MO に向
けて示したプレーヤーまたはチーム役員に対
して、競技規則 9:7～9:8 に従い、段階的罰則
が与えられる。 

 

 

 

 

修正 
 
削除 加筆 
 

 

 

 

削除 

様々な状況における任務分担 
～省略～ 
状況：両レフェリーが競技終了前 30 秒間に

おいて、競技規則 9:10ｃまたは 9:10
ｄに基づく重大な疑念がある（もし
くはＴＯから合図があった）。 

~省略~ 

様々な状況における任務分担 
～省略～ 
状況：両レフェリーが競技終了前 30 秒間にお

いて、競技規則 9:11ａまたは 9:11b に
基づく重大な疑念がある（もしくはＴ
Ｏから合図があった）。 

~省略~ 

 

 

※９つ目 

修正 

 

 

付 録 

 

旧（2023 年 4 月 1 日発行） 新（2024 年 7 月 1 日発行） 備考 

付録１） 
～省略～ 

 削除 

付録２） 
服装や保護を目的にした装具に関する規定 
体に身につけるものに関して，国内および
国際において，許可されるもの/許可できな
いものを表と写真入りで示した（5：9）。国
内においては，全日本大会で適用し，ブロッ
クおよび各都道府県大会では推奨する。 
 

付録２） 
服装や保護を目的にした装具に関する規定 
体に身につけるものに関して，国内および国
際において，許可されるもの/許可できないも
のを表と写真入りで示した（5：9）。国内にお
いては，全日本大会で適用し，ブロックおよび
各都道府県大会では推奨する。 
異なる運用をする場合は、主催者はその運用を
大会要項に定めることとする。 

 

 

 

 

 

 
 
加筆 



付録１ および 付録２に関して 
※ 2016 年 7 月 1 日付，IHF より発行され
た競技規則書では、IHF では禁止している
フェイスマスクを着用したプレーヤーがい
た場合の対処の仕方について記載してい
る。これはフェイスマスクに限らず，他の身
につけることが禁止されている装具につい
ても同様に対処することが明記されてい
る。また付録２では，プレーヤーの装具につ
いて身につけることが許されるものと，禁
止されるものについて，写真を用い，具体的
に示されている。 

付録１ および 付録２に関して 
 
※ 付録１について 
IHF 競技規則書 2024 年版より、競技規則書か
ら削除。 
 
※ 付録２について 
 プレーヤーの装具について身につけること
が許されるものと、禁止されるものについて、
写真を用い、具体的に示されている。 
 

 

削除 
加筆 
 
 
 
修正 
 

付録１(IHF 条文) 
～省略～ 

 削除 
 

 
 
 
 
 
付録２ フェイスマスクや着用することができ
ない装具 許されるもの/許されないもの（5：9） 

服装や保護を目的とした装具に関する規定 

2023 年 4 月 1 日 

（公財）日本ハンドボール協会競技・審判本部 

１ 頭部や額への装具 

～省略～ 

２ ヘアバンド 

～省略～ 

３ めがね・ゴーグル 

～省略～ 

４ マウスピース 

～省略～ 

５ 肩の保護やアームスリーブ 

～省略～ 

６ 肘の装具 

～省略～ 

７ 膝の装具 

～省略～ 

８ ふくらはぎの装具 

 ～省略～ 

９ 足首の装具 

 ～省略～ 

10 服装 

 ～省略～ 

11 アクセサリー 

 ～省略～ 

付録３ 
交代地域に持ち込み可能な技術的機器に関
するガイドライン 
使用に関する詳細は主催者によって定めることができる 

2020 年 7 月 13 日（公財）日本ハンドボール協

会指導・普及本部競技・審判本部 

～省略～ 

 

下記の詳細は、（公財）日本ハンドボール 
協会ホームページ「競技規則 2024 年度競 
技規則(2025.5.30)、2024 年度競技規則 新 
旧対応表(2024.5.15)」を参照のこと。 

⇒https://www.handball.or.jp/rule/index.html 
付録２ フェイスマスクや着用することができない
装具 許されるもの/許されないもの（5：9） 
服装や保護を目的とした装具に関する規定 
 2024 年 7 月 1 日 

（公財）日本ハンドボール協会競技・審判本部 

 
付録３ 
交代地域に持ち込み可能な技術的機器に関す
るガイドライン 
使用に関する詳細は主催者によって定めることができる 

2020 年 7 月 13 日 

（公財）日本ハンドボール協会指導・普及本部 

競技・審判本部 

 

加筆 
 
 
 
 
 
 
 
修正 
 
削除 
 
 
 
 
 
 
削除 

 


